
 

令和３年度 第９回糸島市教育委員会会議会議録 

 

（ 日 時 ）   令和４年２月２４日（木） １３時２８分から１４時３７分まで 

 

（ 会 場 ）   糸島市役所本館３階 庁議室 

 

（出席委員）   西 憲一郎委員（職務代理者）、古川 泰永委員、宗 聖子委員 

 

（事務局出席者） 家宇治 正幸教育長 

         小金丸 敏浩教育部長、土肥 英雄教育総務課長、吉永 政博学校教育課長、 

         山下 千恵子生涯学習課長、村上 敦文化課長、岡部 裕俊文化課企画監兼博物

館館長、金子 剛教育総務課総務係長 

 

（ 傍聴人 ）   なし 

 

１ 会議事項 

 （１）会議録署名委員の指名 

 （２）会議録の承認 

 （３）教育長の報告 

 （４）議事 

    議案第１１号  糸島市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について 

    議案第１２号  糸島市立小中学校管理規則の一部を改正する規則について 

    議案第１３号  令和４年度糸島市一般会計当初予算(案)における教育関係予算の意見

の聴取について 

 

２ 報告事項 

 （１）令和３年度卒業式・令和４年度入学式について 

 （２）糸島市教職員の指導上の措置に関する指針の改正について 

 （３）令和３年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について 

 

３ その他 

 （１）各課業務の主な取組状況及び課題について 

 （２）教育委員から 

 （３）その他 

 

４ 開 会 

 （家宇治教育長） 

   本日の会議は、松尾委員が欠席ですが、定足数に達しています。よって、本日の会議は成

立いたしました。 

これより、令和３年度第９回糸島市教育委員会会議を開会いたします。 



（１）会議録署名委員の指名 

 （家宇治教育長） 

   令和３年度第９回教育委員会会議の会議録署名委員に、糸島市教育委員会会議規則第１４

条第３項の規定により、西 委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

 

（２）会議録の承認 

 （家宇治教育長） 

   令和３年度第８回教育委員会会議の会議録の承認について、お諮りいたします。 

事前に配付しています会議録の記載事項につきまして、何か訂正事項等がありましたら、

ご指摘をお願いいたします。 

 （委員全員） 

   なし。 

 （家宇治教育長） 

ご異議が無いようですので、会議録は承認されました。古川 委員におかれましては、会議

終了後、会議録への署名をお願いします。 

 

（３）教育長の報告 

 （家宇治教育長） 

   それでは、私の方から報告をさせていただきます。 

   この１ヶ月、新型コロナウイルス感染症の影響で、教育委員会としての活動が制限されて

います。 

市内の状況ですが、日々感染者数は変動しますので正確かどうかわかりませんが、２月２

２日現在、児童生徒の感染者数が３２３名。小学校が２４４名、中学校が７９名です。教職

員の感染者数は、給食調理業務の委託職員も含め、２０名となっています。また、臨時休校

となった学校が１校、学年閉鎖となった学校が３校、学級閉鎖数は１３１学級となっていま

す。２４日の朝時点では、８校で１２学級が学級閉鎖となっています。 

感染傾向ですが、多くは家庭内感染でしたが、２月中旬頃から本人の発熱事案。或いは、

学級閉鎖をしている学級の中での発熱・感染が確認されています。そこで、学校の方には、

集団検査を実施する際に、感染が拡大しないようにという意味で、接触した児童生徒を特定

する範囲を少し広げて検査対象にするようにと指示しています。 

そこで、今後の対応ですが、まだまだ収まりそうにありません。中学３年生は高校入試を

控えていますし、入試後すぐに卒業式となりますので、必要な場合は学年閉鎖を含め対応を

検討するように中学校長に指示しています。また、卒業式は６０分以内とし、可能な限り短

縮するように併せて指示しています。 

また、教職員の３回目のワクチン接種についてです。教職員のワクチン接種については推

奨していますし、接種間隔が７ヶ月から６ヶ月に短縮されましたので、市では、２５日に市

内在住の教職員へワクチン接種券を郵送する手筈となっています。 

それから、コロナ感染への不安から欠席している児童生徒、児童生徒本人が感染している、

保護者等が感染して欠席している児童生徒など、１日５００名前後の児童生徒がいます。こ

れらの児童生徒に対しては、オンライン学習を中心とした、きめ細やかな対応を実施するよ

うにと各学校に指示をしています。 



さらに、このコロナ禍の影響で、児童生徒のストレスが鬱積しています。学校側で気にな

る児童生徒に対しては、適切な教育相談を実施するようにも指示しています。 

次に、２点目になりますが、教職員の不祥事についてです。福岡県内で教職員の懲戒免職

事案が２件ありました。１人は中学校の教頭。もう１人は高等学校の教諭です。２人ともに

飲酒・酒気帯び運転による懲戒免職であり、飲酒の常習性が疑われるということでありまし

た。 

そこで、各学校には、飲酒傾向の強い職員に対する注意を喚起したとともに、校内で飲酒

運転撲滅に向けた研修を実施するように通知したところです。 

なお、これに伴い、福岡県教育委員会は、懲戒処分の指針を改正し、校長の管理監督責任

を重たくしています。 

最後に、校則の件についてです。前回の会議でも報告しましたが、４月当初に校則の意義

と内容を生徒及び保護者に説明し、理解を求めることを各学校に通知しました。と同時に、

校則の見直し、これを人権の視点からの配慮。それから本当に合理的なものなのかという視

点から見直しを行っていくと伴に、生徒及び保護者の意見を反映しながら実施をするように、

校長会の方に話をしています。 

   これで、私からの報告を終わらせていただきます。 

   何か、ご質問がありましたらお願いします。 

 （西委員） 

   コロナの話しがありましたが、全国的に５歳から１１歳の子どもへのワクチン接種が取り

出されていますが、糸島市ではどのようになっていますか？ 

 （家宇治教育長） 

   その件については、具体的になっていませんが、全国と同様に３月から実施をしていく方

向で検討しています。 

   但し、保護者の判断により接種するということになってきますので、どの程度の接種率に

なるか見込めないところです。 

 （家宇治教育長） 

   その他に、ございませんか。 

   無いようでしたら、次に移りたいと思います。 

 

（４）議事 

 （家宇治教育長） 

   それでは、議事に移ります。 

   議案第１１号 糸島市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について を議題といた

します。 

   教育総務課長から提案理由を説明させます。 

  （土肥教育総務課長 説明） 

 （家宇治教育長） 

   質問並びに意見がありましたら、お願いいたします。 

 （委員全員） 

   なし。 

 



 （家宇治教育長） 

無いようですので、本議案に対する採決を行いたいと思います。 

   議案第１１号に対し、賛成の委員の挙手を求めます。 

 （委員全員） 挙手 

 （家宇治教育長） 

   挙手全員であります。よって、議案第１１号 糸島市教育委員会公印規則の一部を改正す

る規則について は、原案のとおり可決されました。 

 

 （家宇治教育長） 

   次に、議案第１２号 糸島市立小中学校管理規則の一部を改正する規則について を議題

といたします。 

   教育総務課長から提案理由を説明させます。 

  （土肥教育総務課長 説明） 

 （家宇治教育長） 

   質問並びに意見がありましたら、お願いいたします。 

 （委員全員） 

   なし。 

 （家宇治教育長） 

無いようですので、本議案に対する採決を行いたいと思います。 

   議案第１２号に対し、賛成の委員の挙手を求めます。 

 （委員全員） 挙手 

 （家宇治教育長） 

   挙手全員であります。よって、議案第１２号 糸島市立小中学校管理規則の一部を改正す

る規則について は、原案のとおり可決されました。 

 

 （家宇治教育長） 

   続きまして、議案第１３号に移りたいと思いますが、議案第１３号は、糸島市教育委員会

会議規則第１２条第２項の規定により、会議を公開しないこととしたいので、糸島市教育委

員会会議規則第１２条第３項の規定により採決を行います。 

   議案第１３号について、会議を公開しないことに賛成の委員の挙手をお願いします。 

  （挙手全員） 

 （家宇治教育長） 

   挙手全員であります。 

   よって、議案第１３号については、会議を公開しないことにします。 

非 公 開 



 

（５）報告事項 

 （家宇治教育長） 

   議事が終了しましたので、報告へ移ります。 

報告① 令和３年度卒業式・令和４年度入学式について 教育総務課長から報告をさせま

す。 

 （土肥教育総務課長 報告） 

 （家宇治教育長） 

   報告は以上です。何かご質問がございましたら、お願いいたします。 

 （委員全員） 

   なし。 

 （家宇治教育長） 

   無いようなので、次に移ります。 

 

 （家宇治教育長） 

   報告② 糸島市教職員の指導上の措置に関する指針の改正について 報告させます。 

 （土肥教育総務課長 報告） 

 （家宇治教育長） 

   何かご質問がございましたら、お願いいたします。 

 （委員全員） 

   なし。 

 （家宇治教育長） 

   無いようなので、次に移ります。 

 

 （家宇治教育長） 

   報告③ 令和３年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について 学校教育課長か

ら報告させます。 

  （吉永学校教育課長 報告） 

 （家宇治教育長） 

   何かご質問がございましたら、お願いいたします。 

 （委員全員） 

   なし。 

 （家宇治教育長） 

   無いようですので、これで報告を終了します。 

 

（６）その他 

 （家宇治教育長） 

   その他の案件に移ります。 

   各課業務の主な取組状況について、各課長から順次報告させます。 

  （教育総務課、学校教育課、生涯学習課、文化課 各課長等から報告） 

 



 （家宇治教育長） 

   各課からの報告について、質問がありましたら、お願いいたします。 

 （委員全員） 

   なし。 

 

 （家宇治教育長） 

   無いようですので、委員の皆様から何かありましたらお願いします。 

 （家宇治教育長） 

   他にございませんでしょうか。 

 （委員全員） 

   なし。 

 （家宇治教育長） 

   無いようですので、その他を終了いたします。 

次回会議の日程ですが、次回の会議は、３月２３日（水）に予定しています。 

以上をもって、第９回の糸島市教育委員会会議を閉会します。 

お疲れ様でした。 

 

糸島市教育委員会会議規則第１４条第３項の規定により、ここに署名する。 

 

 

        教育長 

 

 

        委 員 

     （教育長指名委員） 


